３　給与
大阪府職員の給与は、地方公務員法の給与決定原則に基づいて、生計費、国及び他の地方公共団体の職員の給与、民間事業の従事者の給与等を考慮して定められています。

３－１　総括

（１）　人件費の状況（令和６年度普通会計決算額）
	住民基本台帳人口　注１
	歳出額　Ａ

（千円）
	実質収支

（千円）
	人件費　Ｂ

（千円）注２
	人件費率

Ｂ／Ａ
	(参考)

R５年度の

人件費率

	8,771,961人
	3,279,987,111
	20,271,134
	702,920,953
	21.4％
	20.0％


注１　住民基本台帳人口は、令和７年1月1日現在。

２　人件費には、知事、府議会議員等の特別職に支払われる給料又は報酬を含む。
〔参考〕歳出総額に占める部門別の人件費の状況
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（２）　職員給与費の状況（令和６年度普通会計決算額）
	職員数　Ａ
注１
	     給　与　費  注２
	
	（参考）

一人当たり
給与費
Ｂ／Ａ
（千円）
	（参考）

都道府県平均

一人当たり
給与費
（千円）

	
	給料
（千円）
	職員手当
（千円） 注３
	期末・勤勉
手当
（千円）
	計　Ｂ
（千円）
	
	
	

	70,656人
	306,135,458
	100,237,811
	138,765,192
	545,138,461
	
	7,715
	7,115


注１　職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、定年前再任用短　　時間勤務職員及び暫定再任用職員、臨時又は非常勤職員を除く。
２　給与費については、再任用職員（短時間勤務）の給与費が含まれている。

３　職員手当には、退職手当を含まない。
（３）　給与抑制の状況

令和７年４月１日現在の具体的な取組内容は、次のとおりです。

　特別職

	抑制項目
	対象職名
	抑制内容
	期　間

	給　料
	知事
	30％減額
	平成20年８月～令和８年３月

	
	副知事
	8％減額
	令和６年４月～令和８年３月

	議員報酬
	議長

副議長

議員
	30％減額
	平成23年４月～令和９年４月29日

	期末手当
	知事
	30％減額
	 平成13年12月～令和８年３月

	
	副知事
	10％減額
	令和６年４月～令和８年３月


 （４）　ラスパイレス指数の状況
　
　　

[image: image2]
注１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。
２　（ ）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給割合を用いて補正したラスパイレス指数。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給割合）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給割合）により算出。）

３　上記のラスパイレス指数については、指定職俸給表（又は給料表）が適用される職員の給料や、国と地方における地域手当の支給率の相違等は考慮されていない。

４　ラスパイレス指数（地域手当補正後ラスパイレス指数を含む）の算出に当たっては、60歳に達した日後の最初の４月１日以後に支給される給料月額について、本来の給料月額の７割水準に設定される職員を除いている。
	   令和7年度のラスパイレス指数は前年度と変動がなく、100.4となっており、国や都道府県平均（99.7）に比べ高い水準にあります。これは、平成27年４月１日以降、大阪府において給料の特例減額を行っていないことなどによるものです。
（給料に地域間の給与較差を解消するために支給される地域手当を加えた地域手当補正後の
ラスパイレス指数は98.1となり、国を下回る水準となっています。）



（５）　給与改定の状況（令和７年度）

　ア　月例給　

	区分
	人事委員会の勧告　
	給与改定率
	（参考）

国の給与

改定率

	
	民間給与

Ａ注１
	公務員給与

Ｂ注１
	較差

Ａ－Ｂ
	勧告

（改定率）
	
	

	令和７年度
	396,605円
	383,969円
	12,636円
	12,636円
（3.29％）
	3.29％
	3.62％


注１　「民間給与」「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した平均給与月額。

　イ　特別給（期末・勤勉手当）

	区分
	人事委員会の勧告
	年間支給月数
	（参考）

国の年間

支給月数

	
	民間の支給

月数Ａ
	公務員の支給

月数Ｂ
	較差

Ａ－Ｂ
	勧告

（改定月数）
	
	

	令和７年度
	4.66月
	4.60月
	0.06月
	4.65月

（0.05月）
	4.65月
	4.65月


３－２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和７年４月１日現在）

　ア　一般行政職

	区分
	平均年齢
	平均給料月額

注１
	平均給与月額

注２
	平均給与月額

（国比較ベース）

注３

	府
	41.3歳
	323,086円
	434,367円
	382,395円

	国注４
	41.9歳
	332,237円
	―
	414,480円

	都道府県平均注４ 
	42.3歳
	329,304円
	420,139円
	372,087円


注 １　「平均給料月額」は、職種ごとの職員の基本給の平均。以下、同じ。
　 ２　「平均給与月額」は、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているもの。以下、同じ。

　 ３　「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当、単身赴任手当、初任給調整手当の額を合計したもの）で大阪府職員給与を再計算したもの。

　 ４　「国」及び「都道府県」は、令和7年４月１日現在。以下、同じ。

　イ　技能労務職

	区分
	公　務　員

	
	平均

年齢
	職員数
	平均給料月額
	平均給与

月額Ａ
	平均給与月額

（国比較ベース）
	年収ベース

（試算値）Ｂ

	大阪府
	54.3歳
	385人
	296,155円
	370,031円
	341,912円
	5,988,072円

	
	うち

学校給食員
	56.9歳
	10人
	333,830円
	333,830円
	323,600円
	5,550,060円

	
	うち守衛
	51.0歳
	13人
	389,723円
	389,723円
	356,785円
	6,333,876円

	
	うち用務員
	58.5歳
	84人
	342,026円
	342,026円
	330,514円
	5,548,212円

	
	うち自動車

運転手
	58.3歳
	26人
	421,546円
	421,546円
	360,954円
	6,698,152円

	国
	51.3歳
	1,703人
	294,567円
	―
	337,907円
	―


                    　　　　　　　　　　　　　　　　
	対応する

民間の

類似職種

注１
	民間Ⅰ　注２
	民間Ⅱ　注３

	
	
	参考
	
	参考

	
	平均

年齢
	平均給与

月額Ｃ
	年収ベース

（試算値）Ｄ

注４
	Ａ／Ｃ
	Ｂ／Ｄ
	平均

年齢
	平均給与

月額Ｅ
	Ａ／Ｅ

	飲食物調理従事者
	45.1歳
	270,300円
	3,557,900円
	1.24
	1.56
	―
	―
	―

	警備員
	51.9歳
	266,900円
	3,533,300円
	1.46
	1.79
	―
	―
	―

	他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者
	49.0歳
	251,000円
	3,395,700円
	1.36
	1.63
	―
	―
	―

	乗用自動車運転者（タクシー運転者を除く）
	60.2歳
	253,900円
	3,335,600円
	1.66
	2.00
	57.8歳
	369,692円
	1.1


注１　民間の類似職種については、常時勤務する従業員のうち期間を定めず雇用されている者を対象としているため、正社員でない従業員も含み、年齢は問わない。このため、技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全には一致しない。

２　「民間Ⅰ」は、令和６年賃金構造基本統計調査において公表されているデータ（企業規模10人以上の事業所を対象）を使用。

３　「民間Ⅱ」は、令和７年大阪府「職員の給与等に関する報告及び勧告」で公表されている令和７年職種別民間給与実態調査（企業規模50人以上かつ、事業所規模が50人以上の民間事業者を対象）の「きまって支給する給与」の額を使用（令和７年４月分）。

４　年収ベース(試算値)のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値をいう。国及び「民間Ⅱ」については、年収ベースのデータがないため比較していない。

　ウ　高等学校等教育職　注１、注２

	区分
	平均年齢
	平均給料月額
	平均給与月額
	平均給与月額

（国比較ベース）

	大阪府
	42.1歳
	363,197円
	451,464円
	430,401円

	都道府県平均
	44.6歳
	378,535円
	442,107円
	―


注１　高等学校等教育職には、高等学校、特別支援学校に勤務する職員を含む。
注２　高等学校等教育職については、国には対象職種はいない。

　エ　小･中学校教育職

	区分
	平均年齢
	平均給料月額
	平均給与月額
	平均給与月額

（国比較ベース）

	大阪府
	39.3歳
	362,047円
	441,023円
	426,719円

	都道府県平均
	41.6歳
	366,616円
	424,360円
	―


注１　小・中学校教育職については、国には対象職種はいない。

　オ　警察職

	区分
	平均年齢
	平均給料月額
	平均給与月額
	平均給与月額

（国比較ベース）

	大阪府
	39.8歳
	349,032円
	524,774円
	412,250円

	国
	41.7歳
	339,095円
	－
	399,794円

	都道府県平均
	39.4歳
	345,913円
	494,513円
	397,690円


（２）　職員の初任給の状況（令和７年４月１日現在）

	区　分
	大阪府　
	国

	一般行政職
	大学卒
	227,100円
	総合職（大卒）
	242,000円

	
	
	
	一般職（大卒）
	232,000円

	
	高校卒
	192,900円
	一般職（高卒）
	200,300円

	技能労務職 注１
	高校卒
	201,467円
	―
	―

	高等学校教育職
	大学卒
	254,800円
	―
	―

	小・中学校

教育職
	大学卒
	254,800円
	―
	―

	
	短大卒
	232,400円
	―
	―

	警察職
	大学卒
	258,100円
	一般職（大卒）
	255,200円

	
	高校卒
	225,500円
	一般職（高卒）
	216,400円


注１　技能労務職の初任給については、職種により基準額に幅を設けているため、職種別の初任給の平均額を記載している。

（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在）

	区　分
	経験年数

10年
	経験年数

20年
	経験年数

25年
	経験年数

30年

	一般行政職
	大学卒
	287,166円
	362,056円
	395,479円
	418,407円

	
	高校卒
	251,725円
	316,678円
	348,703円
	372,979円

	技能労務職
	高校卒
	261,400円
	265,833円
	286,600円
	306,475円

	高等学校教育職
	大学卒
	332,450円
	410,663円
	439,459円
	447,859円

	小・中学校教育職
	大学卒
	331,314円
	402,009円
	422,885円
	436,420円

	
	短大卒
	305,288円
	378,528円
	400,232円
	415,767円

	警察職
	大学卒
	302,252円
	386,806円
	419,990円
	438,996円

	
	高校卒
	288,286円
	349,885円
	391,211円
	414,358円


３－３　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和７年４月１日現在）

	級
	標準的な職務内容

注１
	職員数　注２
	構成比
	１号給の

給料月額
	最高号給の

給料月額

	１級
	主事又は技師
	2,557人
	27.0％
	195,200円
	315,900円

	２級
	副主査
	2,697人
	28.5％
	268,800円
	362,600円

	３級
	主査級
	2,424人
	25.6％
	311,500円
	398,400円

	４級
	課長補佐級
	1,175人
	12.4％
	363,500円
	432,300円

	５級
	課長級（所属長以外）
	287人
	3.0％
	400,400円
	463,500円

	６級
	課長級（所属長）
	181人
	1.9％
	452,000円
	491,800円

	７級
	次長級
	104人
	1.1％
	　521,100円

	８級
	部長級
	48人
	0.5％
	　579,500円

	計
	9,473人
	100.0％


注１　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する職務。

  ２　職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員、臨時又は非常勤職員を除く。

[image: image3]
注　平成23年から、それまでの10級制を８級制に変更。
〔参考〕　級構成

	
	1級
	2級
	3級
	4級
	5級
	6級
	7級
	8級
	9級
	10級

	H18.4.1

～
	主事・技師
	副主査

・

主査級
	主査級

・

課長

補佐級
	課長

補佐級
	課長級
	課長級

・

次長級
	次長級

・

部長級
	部長

	H23.4.1

～
	1級
	2級
	3級
	―
	4級
	5級
	6級
	7級
	8級

	
	主事・技師
	副主査
	主査級
	―
	課長

補佐級
	課長級
	課長級

（所属長）
	次長級
	部長級


（２）　国との給料表カーブ比較表（行政職（一））　（令和７年４月１日現在）[image: image5.png]102
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（３）　昇給への人事評価の活用状況（大阪府）

	大阪府においては、平成25年度より大阪府職員基本条例に基づく相対評価制度を本格実施したところです。

令和７年度の昇給（令和８年１月）への反映にあたっては、令和６年度の相対評価結果を基本に、第五区分については、二次評価結果を加味して昇給の号給数を決定します。
相対評価の区分
昇給号給数

　

一年間

一年後の調整

特区分

(Ｓ）

６号給

４号給

(ＡＡ/Ａ)

５号給

４号給

一区分

(ＡＡ/Ａ)

５号給

４号給

二区分

(ＡＡ)

５号給

４号給

(Ａ/Ｂ)

４号給

―

三区分（標準）

(ＡＡ/Ａ/Ｂ)

４号給

―

四区分

(Ｂ)

３号給

４号給

(Ｃ)

０号給

―

五区分

(Ｃ/Ⅾ)

０号給

―

注１　　(　)内は二次評価結果。

  ２　　当該昇給号給数は、一般行政部門職員に適用するもの。
３　　55歳（定年が年齢65年である職員にあっては、57歳）に達した日の属する会計年度の末日を超えて在職する職員

については、昇給なし。


○昇給への人事評価の活用状況(大阪府)

	令和７年４月２日から令和８年４月１日までにおける運用
	管理職員
	一般職員

	
	
	

	イ　人事評価を活用している
	〇
	〇

	　
	活用している昇給区分
	昇給可能な区分
	昇給実績がある区分
	昇給可能な区分
	昇給実績がある区分

	　
	上位、標準、下位の区分
	〇
	〇
	〇
	〇

	
	上位、標準の区分
	―
	―
	―
	―

	
	標準、下位の区分
	―
	―
	―
	―

	
	標準の区分のみ(一律)
	
	―
	
	―

	ロ　人事評価を実施していない
	―
	―

	　
	―
	―
	―


３－４　職員の手当の状況

（１）　期末手当及び勤勉手当　（令和７年４月１日現在）
	大阪府
	国

	一人当たり平均支給額（令和7年度）

1,875千円
	―

	
	期末手当
	勤勉手当
	
	期末手当
	勤勉手当

	６月期
	1.2625月分

(0.7125月分)
	1.0625月分

(0.5125月分)
	６月期
	1.250月分

(0.700月分)
	1.050月分

(0.500月分)

	12月期
	1.2625月分

(0.7125月分)
	1.0625月分

(0.5125月分)
	12月期
	1.275月分

(0.725月分)
	1.075月分

(0.525月分)

	計
	2.525月分

(1.425月分)
	2.125月分

(1.025月分)
	計
	2.525月分

(1.425月分)
	2.125月分

(1.025月分)

	職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　 5～20％

・管理職加算　10～25％
	職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　 5～20％

・管理職加算　10～25％


注１　一般の職員に係る支給割合。なお、（　）内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に係る支給割合。

○勤勉手当への人事評価の活用状況（大阪府）


部長級・

	次長級
	課長級
		
	特区分

	152.65／100
	143.15／100
	129.35／100

	一区分
	137.95／100
	133.95／100
	117.05／100

	二区分
	130.60／100
	129.35／100
	110.90／100

	三区分（標準）
	123.25／100
	124.75／100
	104.75／100

	四区分
	(Ｂ)
	100.75／100
	102.25／100
	97.25／100

		(Ｃ)
	94.15／100
	96.15／100
	94.95／100

	五区分
	(Ｃ)
	87.55／100
	90.05／100
	92.55／100

		(Ｄ)
	76.25／100
	78.75／100
	88.75／100


	注１　　(　)内は二次評価結果。


○勤勉手当への活用成績の反映状況（大阪府）
	令和７年度中における運用
	管理職員
	一般職員

	
	
	

	イ　人事評価を活用している
	〇
	〇

	　
	活用している成績率
	支給可能な成績率
	支給実績がある成績率
	支給可能な成績率
	支給実績がある成績率

	　
	上位、標準、下位の成績率
	〇
	〇
	〇
	〇

	　
	上位、標準の成績率
	―
	―
	―
	―

	　
	標準、下位の成績率
	―
	―
	―
	―

	　
	標準の成績率のみ(一律)
	
	―
	
	―

	ロ　人事評価を活用していない
	―
	―

	　
	活用予定時期
	―
	―


（２）　退職手当（令和７年４月１日現在）　

	大阪府
	国

	（支給率）
	自己都合
	勧奨・定年
	（支給率）
	自己都合
	応募認定・定年

	勤続20年
	19.6695月分
	24.586875月分
	勤続20年
	19.6695月分
	24.586875月分

	勤続25年
	28.0395月分
	33.27075月分
	勤続25年
	28.0395月分
	33.27075月分

	勤続35年
	39.7575月分
	47.709月分
	勤続35年
	39.7575月分
	47.709月分

	最高限度
	47.709月分
	47.709月分
	最高限度
	47.709月分
	47.709月分

	（その他の加算措置）勤続25年以上の定年前勧奨退職者の退職年齢に応じ、退職手当の基礎となる給料月額の2～20％を加算。
	（その他の加算措置）勤続20年以上の定年前早期退職者の退職年齢に応じ、退職手当の基礎となる給料月額の2～45％を加算。

	一人当たり

平均支給額
	2,393千円
	21,511千円
	


注１　退職手当の１人当たり平均支給額は、令和６年度に退職した職員に支給された平均額。
２　「応募認定・定年」のうち「定年」には、定年退職及び定年引上げ前の定年年齢に達した日以後その者の非違によることなく退職した場合を含む。

（３）　地域手当（令和７年４月１日現在）
	地域手当支給実績（令和６年度決算額）
	37,441,339千円

	地域手当支給職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算額）
	526,054円

	支給対象地域　注１
	大阪府

支給率
	支給対象

職員数
	国の制度

（支給率）

注2

	大阪市
	12.8％
	22,710人
	16.0％

	守口市
	
	1,262人
	15.0％

	池田市、吹田市、高槻市、大東市、門真市、高石市、
大阪狭山市
	
	 10,015人
	14.0％

	豊中市、寝屋川市、松原市、箕面市、羽曳野市
	
	 8,954人
	12.0％

	堺市、枚方市、茨木市、八尾市、柏原市、

東大阪市、交野市
	
	 17,065人
	11.0％

	岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、

河内長野市、和泉市、摂津市、藤井寺市、泉南市、

四條畷市、阪南市、島本町、豊能町、忠岡町、熊取町、

田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村
	
	14,410人
	10.0%

	能勢町
	
	165人
	4.0%

	東京都特別区
	18.0％
	25人
	20.0％

	府中市（府 18.0・国 16.0）、千葉市（府 9.2・国 12.0）、横浜市（府 12.8・国 16.0）、輪島市（府 ―・国 ―）、珠洲市（府 ―・国 ―）、穴水町（府 ―・国 ―）、京都市（府 9.4・国 9.0）、精華町(府 6.0 ・国8.0)、大津市（府 5.7・国 9.0）、奈良市（府 7.1・国 9.0）
	左記参照
	16人
	左記参照

	海外派遣
	―
	0人
	―

	医師
	16.0％
	45人
	16.0％

	平均支給率
	12.8％
	―
	12.9％


注 １　職員が配置されている市町村のみを記載。但し、医師は支給対象地域に関わらず16.0％を支給（国の制度も同様）。

２　「国の制度（支給割合）」の欄の平均支給割合は、企業会計等を除く普通会計から給与を支給されている一般職の職員に対し、国の支給割合で支給したと仮定した場合の加重平均。

（４）　特殊勤務手当（令和７年４月１日現在）　

	支給実績（令和６年度決算額）
	3,699,849千円

	支給職員一人当たり平均支給年額（令和６年度決算額）
	142,444円

	職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度）
	36.5％

	手当の種類（手当数）
	39


注１　支給内容は、〔別表１〕のとおり。

（５）　時間外勤務手当

	支給実績（令和６年度決算額）
	19,881,843千円

	職員１人当たり平均支給年額（令和６年度決算額）注１
	604,164円

	
	
	（知事部局）
	（422,476円）

	
	
	（教育委員会）
	（449,292円）

	
	
	（警察本部）
	（680,668円）

	支給実績（令和５年度決算）　
	18,796,656千円

	職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算）注１
	569,616円


注１　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

（６）　その他の手当（令和７年４月１日現在）　

	管理職手当
	単身赴任手当
	農林漁業普及指導手当
	管理職員特別勤務手当

	初任給調整手当
	在宅勤務等手当
	災害派遣手当
	義務教育等教員特別手当

	扶養手当
	へき地手当
	休日勤務手当
	

	住居手当
	定時制通信教育手当
	夜間勤務手当
	

	通勤手当
	産業教育手当
	宿日直手当
	


注１　支給内容は、〔別表２〕のとおり。

３－５　特別職の報酬等の状況　（令和７年４月１日現在）

	区　分
	給料月額等　注１

	給　料
	    知事 注1
副知事
	1,520,000円

1,050,000円
	（1,064,000円）

（966,000円）

	報　酬
	議長

副議長

議員
	1,170,000円

1,030,000円

930,000円
	（819,000円）

（721,000円）

（651,000円）

	期末手当

注２
	知事
	（令和６年度支給割合）
	6月期　1.85月分

12月期　2.00月分

計　3.85月分

	
	副知事
	（令和６年度支給割合）
	6月期　1.90月分

12月期　2.05月分

計　3.95月分

	
	議長

副議長

議員
	（令和６年度支給割合）
	6月期　1.85月分

12月期　2.00月分

計　3.85月分

	退職手当

注３
	   知事 注４
	　　　廃止

	
	副知事
	支給率
20／100
	一任期の手当額

5,040,000円


注１　給料及び報酬の（　）内は、給与抑制に伴う減額後の月額。

２　期末手当は、上記支給割合による支給額から、知事は30％、副知事は10％の減額を実施。
３　退職手当は任期ごとに支給。「一期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、一期（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額で、「給料月額×在職月数×支給率」で算定した額から50％の減額を実施した後の額。

４　大阪府特別職報酬等審議会の答申に基づき、退職手当を廃止し給料に復元する改定を平成27年11月27日から実施。

〔別表１〕
◇特殊勤務手当（警察職員以外）（令和７年４月１日現在）
	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	危険現場作業手当
	消防学校に勤務する職員
	消防職員及び消防団員の教育訓練（特に危険なものとして人事委員会規則で定めるものに限る。）の業務に従事したとき
	日額320円
	11,360千円

	
	港湾局その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	堤防その他の施設における足場が不安定であり、かつ、海、河川等への転落の危険が特に著しい箇所（人事委員会規則で定める箇所に限る。）において、調査、測量、検査、施設の維持修繕又は工事監督等の業務に従事したとき
	日額220円
	

	
	土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	地上又は水面上10ｍ以上の足場が不安定であり、かつ、墜落の危険が特に著しい箇所で行う調査、測量、検査、工事の監督等の業務に従事したとき
	日額220円又は320円
	

	
	土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	保安林等定められた箇所における土砂の崩落又は落石の危険が著しい箇所において、調査、測量、検査、指導又は工事の監督等の業務に従事したとき
	日額300円
	

	
	土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	交通を遮断することなく行う道路(一般交通の用に供されている車両の通行のための道路に限る。)の維持修繕等の業務に従事したとき
	日額300～1,100円
	

	
	寝屋川水系改修工営所その他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	掘削中のトンネル等の坑内(たて坑にあっては、深さが10ｍ以上の箇所に限る。)において行う調査、測量、検査又は工事の監督等の業務に従事したとき
	日額560円
	

	火薬類等取扱手当
	政策企画部危機管理室に勤務する職員
	火薬類の爆発又は発火の危険がある場所で行う火薬類取締法に基づく立入り及び検査等及び火薬類の爆発又は発火の危険がある業務で人事委員会規則で定めるもの
	日額250円又は750円
	22千円

	
	
	爆発その他災害が発生する恐れがある場所で行う高圧ガス保安法に基づく完成検査等の業務に従事したとき
	
	

	
	計量検定所に勤務する職員
	液化石油ガスメーターに係る計量法に基づく検定等の業務に従事したとき
	日額250円
	


	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	犯則取締等手当
	府税事務所、大阪自動車税事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	地方税法に基づく犯則事件の調査の業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)に従事したとき
	日額550円
	98千円

	 
	健康医療部生活衛生室に勤務する職員
	麻薬取締員が、麻薬及び向精神薬取締法に基づく業務で人事委員会規則で定める特に危険なものに従事したとき
	
	 

	
	環境農林水産部水産課に勤務する職員
	漁業監督吏員であるものが、漁業法に基づく船舶における検査又は質問（これらのための船舶による追跡を含む。）の業務に従事したとき
	
	

	災害応急作業等手当
	土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	気象警報下等に、漁港施設等定められた箇所において巡回監視、応急作業又は応急作業のための災害状況の調査の業務に従事したとき
	巡回監視　日額480円

その他の業務　日額730円
	3,912千円

	
	職員
	異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した場合等において、市町村長の避難の勧告、指示、警戒区域の設定等がされたときに、当該勧告若しくは指示に係る地域等において災害応急対策の業務に従事したとき
	日額1,080円
	

	
	石油コンビナート等災害防止法に基づき指名された職員が勤務する機関に勤務する職員
	石油コンビナート等特別防災区域に係る災害が発生した場合等において、石油コンビナート等現地防災本部が設置されたときに、当該災害に係る箇所又はその周辺において災害状況の調査、巡回監視等の業務に引き続き2日以上従事したとき
	日額840円
	

	
	職員
	原子力災害対策特別措置法第15条第2項に規定する原子力緊急事態宣言がされた場合(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に係る場合を除く。)において、原災法第17条第9項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原災法第2条第4号に規定する原子力事業所のうち人事委員会規則で定めるものの敷地内において行う業務及び特定原子力事業所に係る原災法第20条第2項の規定によりされた原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会規則で定める区域において行う業務に従事したとき
	日額10,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額～日額40,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額
	


	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	
	職員
	異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部が設置された地方公共団体の区域において災害の発生の防御又は拡大の防止のための措置に関する業務に従事したとき
	日額1,080円
(深夜において行われた場合日額540円加算)

	

	有害物取扱手当
	保健所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	労働安全衛生法施行令により製造等が禁止される有害物等を使用して行う検査、試験又は研究の業務に１日につき２時間以上従事したとき
	日額250円

	94千円

	放射線取扱手当
	保健所その他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	放射線を用いた撮影、撮影の補助、検査又は治療の業務に従事した場合で、月の初日から末日までの外部放射線の被ばく量（実効線量）が100マイクロシーベルト以上であるとき
	月額7,000円
	0千円

	防疫等作業手当
	保健所その他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	感染症に関し、感染症の患者又は感染症にかかっている疑いのある者に接する等の業務に従事したとき
	日額290円
	1,232千円


	
	職員（大阪府家畜保健衛生所に勤務する獣医師を除く）
	家畜伝染病予防法（昭和二十六年法律第百六十六号）第二条第一項に規定する家畜伝染病（口EQ \* jc2  \* \* hps10 \o\ad(\s\up 9(てい),蹄)疫、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他人事委員会規則で定める家畜伝染病に限る。）のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の業務に従事したとき
	日額380円（著しく危険である業務（人事委員会規則で定めるものに限る。）に従事した場合にあっては、その額にその百分の百に相当する額を加算した額）
	

	
	大阪府家畜保健衛生所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	豚熱のまん延を防止するために行う業務に従事したとき
	日額290円
	

	
	健康医療部生活衛生室その他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	家畜伝染病等に関し、流行性脳炎等にかかり、又はかかっている疑いのある動物を取り扱う業務等に従事したとき
	日額290円
	

	
	保健所その他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	狂犬病予防法等に基づく予防注射等の業務に従事したとき
	日額290円又は450円
	


	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	
	職員
	特定新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する新型インフルエンザ等で、政府対策本部が設置されたもの（人事委員会規則で定めるものに限る。））から府民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって、人事委員会規則で定める業務
	日額1,500円を超えない範囲

（緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると人事委員会規則で定めるものに従事した場合にあっては、4,000円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事委員会規則で定める額）
	

	家畜防疫業務手当
	家畜保健衛生所に勤務する獣医師である職員
	家畜伝染病予防法第二条に規定する家畜伝染病の防疫その他の家畜の保健衛生に関する業務に従事したとき
	日額780円
	2,782千円

	死体取扱手当
	監察医事務所に勤務する職員(医師である職員を除く。)
	死体の検案又は解剖に関する業務等に従事したとき
	衛生検査技師：日額650円

衛生検査技師以外：日額250円
	361千円

	
	職員
	著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。)に対処するため、死体の取扱いに関する業務で人事委員会規則で定めるものに従事したとき。
	1,000円(人事委員会規則で定める場合にあっては、2,000円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額
	


	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	税務手当
	財務部税務局、府税事務所、大阪自動車税事務所に勤務する職員(管理職手当受給者を除く。)
	(1)出張を命ぜられて次に掲げる業務に従事したとき

ア　納税者若しくは地方税法の規定に基づく質問検査権（質問に係るものに限る。）の対象となる者若しくはこれらの代理人又は同法に規定する犯則事件の犯則嫌疑者若しくは参考人（以下「納税者等」という。）に対し、対面又は対面に準ずる方法により行う府税の賦課徴収に係る交渉
イ　納税者等の立会いの下又は納税者等に対し、対面により行う地方税法の規定に基づく滞納処分（官公署において当該官公署の職員の立会いの下又は当該官公署の職員に対し、対面により行うものを除く。）
ウ　納税者等の立会いの下又は納税者等に対し、対面により行う府税の賦課徴収に係る調査（官公署又は資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）第2条第10項各号に掲げる者に対して行うものを除く。）
エ　地方税法の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第142条の規定による捜索又は処分
オ　府税の賦課徴収に係る調査（張込み又は尾行若しくは追跡の方法によるものに限る。）
	(1)日額750円


	10,231千円

	
	
	(2)財務部税務局、府税事務所、大阪自動車税事務所において行う(1)ア、イ又はウに掲げる業務に従事したとき
	(2)日額250円
	


	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	精神保健福祉等業務

手当
	保健所、こころの健康総合センターその他人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	精神障害者等の診察の立会い等の業務に従事したとき
	日額300円
	1,115千円

	
	健康医療部生活衛生室に勤務する職員
	麻薬中毒者等の診察の立会い等の業務に従事したとき
	
	


	社会福祉等業務手当
	子ども家庭センターに勤務する職員のうち
	
	日額600円

（児童虐待防止法に規定する児童の安全確認、立入調査、その他の虐待対応業務を行った場合に550円加算）
	4,729千円

	
	
	社会福祉主事
	社会福祉法第18条第３項の職務に係る業務
	
	

	
	
	児童福祉司
	児童福祉法第11条第１項第２号ロからホまでの業務
	
	

	
	
	母子・父子自立支援員
	母子及び父子並びに寡婦福祉法第９条各号の業務
	
	

	
	
	医師
	児童福祉法第11条第１項第２号ハの業務
	日額230円
	

	
	政策企画部青少年・地域安全室等に勤務する職員(人事委員会規則で定める職員に限る。)
	子ども家庭センター、警察等関係機関と連携して行う業務のうち、少年に接して行う相談、調査又は指導の業務等に従事したとき
	日額600円
	

	用地交渉等手当
	土木事務所その他の人事委員会規則で定める機関に勤務する職員
	事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務に１日につき２時間以上従事したとき
	日額650円

深夜に行われた場合

日額975円
	20千円

	夜間特殊業務手当
	健康医療部食の安全推進課に勤務する職員
	食品衛生監視員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる臨検、検査等の業務に従事したとき
	１回につき

410～1,100円
	459千円

	
	
	食鳥検査員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる食鳥検査の業務に従事したとき
	
	


	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）


	外国勤務手当
	商工労働部成長産業振興室に勤務する職員
	外国に駐在を命ぜられ、当該外国において、その命令に係る業務に従事したとき
	在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律に基づく在勤基本手当の80/100、住居手当限度額の80/100を限度額とする住居手当及び子女教育手当額の合計額に相当する額
	14,597千円

	教員特殊業務手当
	小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等に勤務する教諭等で、高等学校等教育職給料表又は小学校・中学校教育職給料表の職務の級が１級・２級・特２級であるもの
	学校の管理下において行う非常災害時における児童（幼児を含む。）若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務、児童又は生徒の負傷・疾病等に伴う救急の業務、児童又は生徒に対する緊急の補導の業務
	週休日又は指定日等における従事時間に応じ

日額3,750～16,000円
	1,607,564千円

	
	
	修学旅行、林間学校、臨海学校等において、児童又は生徒を引率して行う指導の業務で泊を伴うもの
	その日に従事した時間が７時間45分以上あるとき

日額5,100円
	,

	
	
	人事委員会規則で定める対外運動競技等において、児童又は生徒を引率して行う指導の業務で泊を伴うもの
	
	


	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	
	
	学校の管理下において行われる部活動（正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。）又は補習若しくは講習（正規の教育課程に基づかない学習指導で、学校が計画し、かつ、実施するものに限る。）における児童又は生徒に対する指導の業務
	週休日又は指定日等における従事時間に応じ

日額1,800～3,600円
	

	
	
	入学試験に係る受験生の監督、採点又は合否判定の業務
	週休日等に従事した時間が７時間45分以上であるとき

日額900円
	


	夜間教育等勤務手当
	夜間中学校等に勤務する主幹教諭・指導教諭等
	本務として、夜間学級で行う教育または養護の業務に従事したとき
	日額1,500円
	0千円

	
	夜間中学校等に勤務する校長又は副校長若しくは教頭（夜間学級に係る校務を本務とする副校長又は教頭に限る。）
	夜間学級に係る校務の整理等の業務に従事したとき
	日額1,200円
	

	種牛等取扱手当
	農業に関する学科を置く府立学校に勤務する職員で農芸の業務を行うもの
	種牛の自然交配若しくは精液の採取のため又はこれらの作業の準備のために種牛を御する作業
	日額230円
	0千円

	
	
	種牛の精液の採取の補助
	
	

	
	
	雌牛への精液の注入又は受精卵の移植の補助
	
	

	
	
	雌牛の分べんの補助
	
	

	
	
	種牛等の検査又は治療で別に定める時に危険なものの補助
	
	


◇特殊勤務手当（警察職員）
	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	捜査等業務手当
	私服により業務に専従する職員
	(1)犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕の業務((2)(3)(9)アイの業務を除く)に従事したとき
	日額560円
（捜査本部業務であるとき日額410円加算）
	
     　　621,431千円

	
	交通部高速道路交通警察隊に勤務する職員で業務に専従するもの
	(2)高速自動車国道等において行う交通事故に係る実況見分その他の捜査の業務に従事したとき
	日額840円
(夜間に行われた場合
日額420円加算)
	

	
	交通部交通捜査課又は警察署に勤務する職員で業務に専従するもの
	(3)高速自動車国道等以外の道路において行う交通事故に係る実況見分その他の捜査の業務に従事したとき
	日額560円
(夜間に行われた場合
日額280円加算)
	

	
	業務に専従する職員
	(4)犯罪の現場において行う犯罪鑑識の業務に従事したとき
	日額560円
	

	
	刑事部鑑識課等に勤務する職員で業務に専従するもの
	(5)(4)の業務以外の犯罪鑑識の業務に従事したとき（データの検索、抽出及び入力に係るものを除く）
	日額280円
	

	
	職員
	(6)指名手配のあった被疑者の身柄の護送又は引取り(大阪府の区域内のみにおいて行う護送又は引取りを除く)の業務に従事したとき
	日額330円
	

	
	職員
	(7)天皇又は皇族、内閣総理大臣、国賓その他身辺の安全を確保する必要がある者として警察本部長が別に指定する者に追従し、その身辺において行う警衛又は警護の業務に従事したとき
	日額640円(天皇または皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣、皇嗣妃若しくは悠仁親王に係る警衛の業務　日額1,150円)
	

	
	職員
	(8)日本国外において、犯罪の捜査に関する情報を収集する業務で人事委員会規則で定めるものに従事したとき
	日額1,100円
	

	
	職員
	(9)防弾チョッキを着用し、鉄砲を携行して次の業務に従事したとき
	
	

	
	
	(ｱ)銃砲等又はその疑いのある物を使用して行われている犯罪の現場における犯人の逮捕等
	日額1,640円
	

	
	
	(ｲ)銃砲等を使用して犯罪を行った者又は銃砲刀剣類所持等取締法に違反して銃砲等を所持している者の逮捕（(ｱ)の犯罪の現場において行うものを除く)
	日額1,100円
	


	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	
	
	(ｳ) (ｱ)又は(ｲ)の業務の補助の業務(人事委員会規則で定めるものに限る)
	アの補助　日額1,100円
イの補助　日額820円
	

	
	
	(ｴ)暴力団の相互間に対立が生じたことに伴い、凶器を使用しての暴力行為が発生し、又は発生するおそれのある場合における暴力団の事務所又は暴力団員の居宅に近接する場所において行う住民の安全を確保するための警備
	日額820円
	

	
	
	(ｵ)暴力団等から危害を受けるおそれのある者として大阪府警察本部長が指定した者の安全を確保するため、その者の身辺において行う警戒又はその者の住居、勤務先等の周辺の一定の場所にとどまって行う警戒
	日額820円
	

	交通取締手当
	交通部交通機動隊又は高速道路交通警察隊に勤務する職員で業務に専従するもの
	(1)サイレン及び赤色の警光灯を備えた四輪の自動車(以下「緊急用四輪車」という)に乗車して行う、道路交通法等の法令に違反する者に対する取締り（以下「交通の取締り」という）の業務に従事したとき
	日額420円

	38,544千円

	
	交通部交通機動隊又は高速道路交通警察隊に勤務する職員で業務に専従するもの
	(2)サイレン及び赤色の警光灯を備えた二輪の自動車(以下「緊急用二輪車」という)に乗車して行う交通の取締りの業務に従事したとき
	日額560円

	

	
	業務に専従する職員
	(3) (1)(2)に掲げるもののほか、道路において行う交通の取締りの業務に従事したとき
	日額310円
	

	警ら手当
	地域部地域総務課等に勤務する職員で業務に専従するもの
	(1)緊急用四輪車に乗車して行う警らの業務に従事したとき
	日額420円
	482,123千円

	
	地域部第一方面機動警ら隊等に勤務する職員で業務に専従するもの
	(2)緊急用二輪車に乗車して行う警らの業務に従事したとき
	日額560円
	

	
	業務に専従する職員
	(3)海上における警らの業務で人事委員会規則で定めるものに従事したとき
	日額1,100円
夜間に行われた場合
日額550円加算)
	

	
	業務に専従する職員
	(4)警らの業務((1)(2)(3)の業務を除く)に従事したとき
	日額340円
	

	航空手当

	職員
	(1)航空機に搭乗して次の業務に従事したとき
(ｱ) (ｲ)以外の業務
(ｲ)航空機を100ｍ以下の高度で30分以上飛行させて行う海上の捜索、航空機を空中に停止させて行うつり上げの方法による救助その他人事委員会規則で定める特に危険な業務
	(ｱ) 1時間につき
1,900～5,100円
(ｲ) 1時間につき
2,470～6,630円
	27,728千円

	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	
	地域部航空隊に勤務する職員で業務に専従するもの
	(2)航空機の整備の業務に従事したとき
	日額1,140円
	

	
	職員
	(3)(1)の業務で飛行中の航空機からの降下を伴い、又は船舶を離陸若しくは着陸の場所として行うもの(以下「降下等業務」という)に従事した日がある場合
	降下等業務に従事した日の属する月の航空手当の総額は、(1)の額に降下等業務に従事した日１日につき870円加算
	

	爆発物取扱等作業手当
	爆発物の処理に従事する職員として警察本部長が指定する職員
	(1)爆発物(人の生命、身体又は財産に害を加えるために使用される物に限る)(その疑いのあるものとして通報を受けた物を含む。以下同じ)の処理の業務で人事委員会規則で定める特に危険な業務に従事したとき
(2)(1)の業務以外の爆発物の処理の業務に従事したとき
	(1)爆発物の処理１件につき5,200円
(2)日額460円
	157千円

	
	職員
	火薬類取締法に基づく立入り及び検査等又は高圧ガス保安法に基づく立入り及び質問の業務で人事委員会規則で定める特に危険なものに従事したとき
	日額250円
	

	
	職員
	高圧ガスを容器に充填する業務に従事したとき
	日額300円
	

	
	職員
	(1)サリン等又はその疑いのある物質等(以下「特殊危険物質等」という)の発散等の現場において行う救助その他の業務に従事したとき
	日額2,600円
	

	
	
	(2)(1)の現場以外の場所における特殊危険物質等に対して行う回収その他の業務に従事したとき
	
	

	
	
	(3) (1)(2)のほか、特殊危険物質等による被害を受けるおそれのある区域内において行う避難誘導その他の業務に従事したとき
	日額250円
	

	特別救助等手当
	職員
	(1)潜水器具その他人事委員会規則で定める物を着用し、潜水して行う救助又は捜索の業務に従事したとき
	１時間につき　310～780円
	3,119千円

	
	職員
	(2)異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれのある場所又はその周辺において行う救助、警備等の業務で人事委員会規則で定めるものに従事したとき
(3)(2)に規定する業務で、大規模な災害と人事委員会規則で定める災害に係る業務に従事したとき

	(1)日額840円
(日没から日の出までに行われた場合日額420円加算)
(2) 日額1,080円
(日没から日の出までに行われた場合日額540円加算)

	

	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	
	職員
	(4)海外の地域において、国際緊急援助活動を行う業務に従事したとき。
	日額4,000～8,000円
	

	
	職員
	(5) (2)の業務に従事した場合で、引き続き２日以上当該業務に従事し、又は市町村長の避難の勧告、指示、警察官等の避難の指示がされた地域若しくは警戒区域その他これらに準ずる区域として人事委員会規則で定める区域内において当該業務に従事したとき
(6)(5)に規定する場合で、大規模な災害と人事委員会規則で定める災害に係る業務に従事したとき

(7)著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法第28条の２第１項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの（以下「特定大規模災害」という。）に対処するため、(2)の業務に引続き５日を下らない範囲内において人事委員会で定める期間以上従事した場合
	(1)日額1,680円
(日没から日の出までに行われた場合日額加算なし)

(2) 日額2,160円
(日没から日の出までに行われた場合日額加算なし)

(3) 日額2,160円
(日没から日の出までに行われた場合日額540円加算)
	

	
	職員
	(8)原子力災害対策特別措置法に規定する原子力緊急事態宣言がされた場合において、次に掲げる業務に従事したとき（東日本大震災に係るものは除く）
	
	

	
	
	(ｱ)特定原子力事業所の敷地内（原子炉建屋内）において行う業務
	日額40,000円以内
	

	
	
	(ｲ)特定原子力事業所の敷地内（(ｱ)以外）において行う業務
	日額20,000円以内
	

	
	
	(ｳ)人事委員会規則で定める区域において行う業務
	日額10,000～20,000円以内
	

	核物質輸送警備手当

	職員
	特定核燃料物質で人事委員会規則で定めるものの輸送の警備の業務に従事したとき
	日額640円
	0千円

	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	危険現場作業手当
	総務部施設課に勤務する職員

	地上10ｍ以上の足場が不安定であり、かつ、墜落の危険が特に著しい箇所で行う調査、検査又は工事の監督の業務に従事したとき
	日額220～320円

	754千円

	
	総務部施設課等に勤務する職員
	交通を遮断することなく行う道路(一般交通の用に供されている車両の通行のための道路に限る)での信号機、道路標識、道路標示その他交通の規制を行うために必要な施設(以下「信号機等」という)の設置等に伴う調査、検査又は工事の監督の業務に従事したとき
	日額300円
	

	災害応急作業手当

	総務部施設課等に勤務する職員

	(1)異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある場所において行う巡回監視又は応急作業の業務(警察の活動の拠点となる施設又は信号機等に係るものに限る)に従事したとき

	巡回監視　日額480円
応急作業　日額730円
(日没から日の出までに行われた場合
巡回監視　日額240円加算
応急作業  日額365円加算)
	4千円

	
	職員

	(2)(1)に規定する業務で、大規模な災害と人事委員会規則で定める災害に係る業務に従事したとき
(3)特定大規模災害に対処するため(1) の業務に引続き５日を下らない範囲内において人事委員会で定める期間以上従事した場合に規定する業務で、大規模な災害と人事委員会規則で定める災害に係る業務に従事したとき

	(1) 日額1,080円
(日没から日の出までに行われた場合日額540円加算)
(2) 日額2,160円
(日没から日の出までに行われた場合日額540円加算)
	

	
	総務部施設課等に勤務する職員
	(4)市町村長の避難の勧告、指示、警察官等の避難の指示がされた地域又は警戒区域その他これらに準ずる区域として人事委員会規則で定める区域内において(1)の業務に従事した場合

	(1)にかかわらず
日額1,080円
	


	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	看守手当
	総務部留置管理課等に勤務する職員で業務に専従するもの
	留置施設に留置されている者の看守又は護送の業務に従事したとき
	日額330円
	79,653千円

	夜間特殊業務手当
	職員
	正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる警察の活動に係る業務(人事委員会規則で定める業務に限る)に従事したとき
	日額410～1,100円
	555,831千円

	死体取扱手当
	職員
	直接死体を取り扱う業務に従事したとき
	取り扱った死体
1体につき1,600～3,200円
	178,802千円

	緊急呼出手当
	職員
	正規の勤務時間以外の時間に緊急に呼出しを受けて、事件又は事故を処理する業務に従事したとき
	１回につき1,240円
	57千円

	車両点検整備手当
	総務部装備課に勤務する職員
	自動車の点検又は整備の業務に従事したとき
	日額250円
	665千円

	放射線取扱手当
	警務部健康管理センターに勤務する職員
	放射線を用いた撮影又は撮影の補助の業務に従事したとき
	月額7,000円
（月の初日から末日までの外部放射線の被ばく量（実効線量）が100マイクロシーベルト以上であるとき）
	0千円

	結核患者指導等手当
	警務部健康管理センターに勤務する職員
	結核患者の指導、検診若しくは治療、結核菌が付着している物の処理又は結核菌の検査の業務に従事したとき
	日額290円
	0千円

	警察用船舶運航手当
	大阪水上警察署に勤務する職員で業務に専従するもの
	船舶の運航の業務に従事したとき
	日額200円
	1,632千円

	少年補導手当
	生活安全部少年課に勤務する職員で業務に専従するもの（警察官を除く）
	少年を補導し、又は少年に関する相談に応ずる業務に従事したとき
	日額400円
	413千円

	通信指令手当
	地域部通信指令室等に勤務する職員で業務に専従するもの
	電話による緊急の通報を受ける業務又はその通報に対応して必要な処置を命ずる業務に従事したとき
	日額290円
	48,289千円

	用地交渉等手当
	総務部施設課等に勤務する職員
	事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く)の業務に1日につき２時間以上従事したとき
	日額650円
（深夜に行われた場合
日額975円）
	0千円


　

	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	東日本大震災に係る特別救助等手当の特例
	職員
	東日本大震災に対処するため、次に掲げる業務に従事したとき
	
	2,035千円

	
	
	(ｱ)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内（原子炉建屋内）において行う業務
	日額40,000円

	

	
	
	(ｲ)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内（免震重要棟内）において行う業務
	日額3,330円
	

	
	
	(ｳ)東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内（(ｱ)及び(ｲ)以外）において行う業務
	日額13,300円
	

	
	
	(ｴ)帰還困難区域に設定することとされた区域の屋外において行う業務
	日額6,600円
（従事した時間が４時間に満たない場合は3,960円）
	

	
	
	(ｵ)帰還困難区域に設定することとされた区域の屋内において行う業務
	日額1,330円
	

	
	
	(ｶ)居住制限区域に設定することとされた区域の屋外において行う業務
	日額3,300円
（従事した時間が４時間に満たない場合は1,980円）
	

	
	
	(ｷ)居住制限区域に設定することとされた区域の屋内において行う業務
	日額660円
	


	手当の名称
	主な支給対象職員
	主な支給対象業務
	左記職員に対する

支給単価
	支給実績

（令和６年度決算）

	特定新型インフルエンザ等に係る捜査等業務
手当等の特例関係
	
	　

	　

	0千円

	　
	捜査等業務手当の特例
	職員
	(1) 捜査等業務手当の主な支給対象業務(1)～(9)に記載される業務

	日額1,500円（心身に著しい負担を与えるものとして人事委員会規則で定めるものに従事した場合にあっては4,000円）を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額
	

	
	
	
	次に掲げる業務のうち、人事委員会規則で定めるものに従事したとき

(2) 特定新型インフルエンザ等の感染者又は感染の疑いのある者に接する業務
	
	

	
	
	
	(3) 特定新型インフルエンザ等の病原体が付着し、又は付着している疑いがある物の処理業務
	
	

	
	
	
	(4) (2)(3)に掲げる業務のほか、特定新型インフルエンザ等に関する業務
	
	

	
	交通取締手当の特例
	
	交通取締手当の主な支給対象業務(1)～(3)に記載される業務
	
	

	
	警ら手当の特例
	
	警ら手当の主な支給対象業務(1)～(3)に記載される業務
	
	

	
	特別救助等手当の特例
	
	特別救助等手当の主な支給対象業務(2)(3)に記載される業務
	
	

	
	看守手当の特例
	
	看守手当の主な支給対象業務に記載される業務
	
	

	
	少年補導手当の特例
	
	少年補導手当の主な支給対象業務に記載される業務
	
	


〔別表２〕

◇その他の手当（令和７年4月1日現在）　

	手当名
	内容及び支給単価等
	国の制度

との異同
	国の制度と

異なる内容
	支給実績

（令和６年度決算）

	
	
	
	
	支給実績

（千円）
	支給実績

（千円）

	管理職手当
	管理又は監督の地位にある職員の職務の級及び職の区分に応じて定額を支給

【支給単価等】44,500～150,900円
	同
	
	2,826,449
	887,147

	初任給調整手当
	医師免許又は歯科医師免許を必要とする職（以下「医師等」）又は獣医学に関する専門的知識を必要とする職（以下「獣医師」）で採用困難と認められる職に採用された職員に、採用の日から一定期間支給
【支給単価等】医師等は253,100円の範囲内で採用の日から35年以内、獣医師は35,000円の範囲内で採用の日から15年以内において、１年を経過するごとにその額を減じて支給
	同
	獣医師は35,000円の範囲内で支給
	121,429
	1,439,870


	扶養手当
	扶養親族のある職員に支給
	同
	
	8,120,108
	255,133

	
	【支給単価等】
	
	
	
	
	

	
	
	行政職
５級以下
	行政職
６級
	行政職
７級以上
	
	
	
	

	
	配偶者
	3,000円
	0円
	0円
	
	
	
	

	
	配偶者以外の
扶養親族
	子
	11,500円
	
	
	
	

	
	
	父母等
	6,500円
	3,500円
	0円
	
	
	
	

	
	15歳に達する日後の最初の４月１日から22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子
	一人当たり5,000円加算
	
	
	
	


	手当名
	内容及び支給単価等
	国の制度

との異同
	国の制度と

異なる内容
	支給実績

（令和６年度決算）

	
	
	
	
	支給実績

（千円）
	支給職員一人当たり

平均支給年額（円）

	住居手当
	住居を賃借している職員に支給

【支給単価等】
	同
	
	5,528,693
	323,906

	
	・住居を賃借し、月額16,000円以上の家賃を支払っている職員

家賃が月額27,000円以下→家賃－16,000円

家賃が月額27,000円を超える場合

→(家賃-27,000円)×1/2＋11,000円　(支給限度額28,000円)
	
	
	
	


	通勤手当
	職員が通勤のため交通機関等を利用し、かつ、運賃等を負担している場合及び自転車等により通勤している場合並びに両者を併用している場合に支給

【支給単価等】
	異
	
	10,093,356
	291,804

	
	・交通機関を利用し運賃等を負担している職員

→一月当り150,000円まで支給
	
	
	
	

	
	・交通用具等を利用している職員

→距離に応じて支給　　2,000～38,700円
	
	
	
	

	単身赴任手当
	公署を異にする異動等に伴い転居し、やむを得ない事情により配偶者と別居し、単身で生活することを常況とする職員等に支給
【支給単価等】

月額30,000円（職員の住居と配偶者の住居（配偶者のない職員については子の住居）との間の交通距離が100km以上の職員については交通距離に応じて加算した額（8,000～70,000円））
	同
	
	40,948
	418,549


	手当名
	内容及び支給単価等
	国の制度

との異同
	国の制度と

異なる内容
	支給実績

（令和６年度決算）

	
	
	
	
	支給実績

（千円）
	支給職員一人当たり
平均支給年額（円）

	在宅勤務等手当
	正規の勤務時間（休暇により勤務しない時間その他人事委員会規則で定める時間を除く。）の全部を勤務することを、一箇月当たり平均十日を超えて命ぜられた職員に支給
【支給単価等】

月額3,000円
	同
	
	21
	10,500

	へき地手当
	交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地に所在する小学校、中学校、高等学校及び共同調理場並びにこれらに準ずる学校及び共同調理場に勤務する職員に支給

【支給単価等】

へき地性の度合いに応じて１級から５級までのへき地学校等及び準ずる学校等との６段階の支給区分があり、支給額は、給料の月額と扶養手当の月額の合計額に支給区分に応じた支給割合(4/100～25/100)を乗じて得た額とする
	―
	―
	0
	0

	定時制通信教育手当
	定時制の課程又は通信制の課程を置く高等学校に勤務する教育職員に支給

【支給単価等】
	―
	―
	170,420
	370,277

	
	管理職手当受給者
	日額1,200円
	
	
	
	

	
	管理職手当受給者以外
	日額1,500円
	
	
	
	


	産業教育手当
	農業又は工業に関する課程を置く高等学校に勤務する教育職員に支給

【支給単価等】

月額21,000円(定時制通信教育手当を受けるものにあっては13,000円)
	―
	―
	180,082
	243,821


	手当名
	内容及び支給単価等
	国の制度

との異同
	国の制度と

異なる内容
	支給実績

（令和６年度決算）

	
	
	
	
	支給実績

（千円）
	支給職員一人当たり
平均支給年額（円）


	農林漁業

普及指導手当
	農業、林業若しくは水産業を行い、又はこれらに従事する者に接して、農業、林業又は水産業に関する技術及び知識を普及指導する職員（普及指導員、林業普及指導員）に支給

【支給単価等】

給料月額×４％
	―
	―
	4,792
	159,733

	災害派遣手当
	災害応急対策等のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員に支給

【支給単価等】

滞在した期間及び利用施設の区分に応じた額（日額3,970～6,620円）
	―
	―
	0
	0

	休日勤務手当
	国民の祝日等における正規の勤務時間中に勤務した職員に支給

【支給単価等】

休日勤務１時間につき勤務１時間あたりの給与額に135／100を乗じて得た額
	同
	
	5,858,128
	491,344

	夜間勤務手当
	正規の勤務時間として深夜に勤務した職員に支給

【支給単価等】

深夜勤務１時間につき、勤務１時間当たりの給与額に25／100を乗じて得た額
	同
	
	2,695,524
	164,555

	宿日直手当
	宿直勤務又は日直勤務を命ぜられ勤務した職員に支給

【支給単価等】
	異
	
	1,208,219
	231,234

	
	一般の宿日直勤務
	５時間以上
	１回6,900円
	
	１回4,400円
	
	

	
	
	５時間未満
	１回3,450円
	
	１回2,200円
	
	

	
	
	執務時間が午前９時から午後１時までとされている日
	１回3,450円
	
	１回2,200円
	
	


	手当名
	内容及び支給単価等
	国の制度

との異同
	国の制度と

異なる内容
	支給実績

（令和６年度決算）

	
	
	
	
	支給実績

（千円）
	支給職員一人当たり
平均支給年額（円）


	
	人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務
	５時間以上
	１回8,200円
	
	１回7,400円
	
	

	
	
	５時間未満
	１回4,100円
	
	１回3,700円
	
	

	
	
	執務時間が午前９時から午後１時までとされている日
	１回4,100円
	
	１回3,700円
	
	

	管理職員

特別勤務手当
	・管理職手当が支給される職員又は指定職給料表の適用を受ける職員が、臨時又は緊急の必要等により週休日又は国民の祝日等に勤務した場合に支給

・管理職手当が支給される職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から午前５時までの正規の勤務時間以外に勤務した場合に支給

【支給単価等】

管理職手当の支給区分等に応じ、勤務１回につき4,000～12,000円（指定職18,000円）。ただし、勤務に従事した時間が６時間を超える場合は150/100を乗じて得た額
	同
	
	29,930
	254,723

	義務教育等

教員特別手当
	義務教育諸学校、高等学校等の教育職員に支給

【支給単価等】

職務の級及び号給に応じて2,000～8,000円
	―
	―
	2,336,681
	57,569
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